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ら
れ
た
外
交
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。
日
本
は
自
国
の
領
土
防
衛
と
い
う
力

強
い
意
志
と
行
動
を
見
せ
て
初
め
て
「
米
国

を
巻
き
込
む
」
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
そ
の

時
点
で
抑
止
力
を
リ
ア
シ
ュ
ア
ー
（
確
保
）

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
力
な
き
外
交
は

無
力
で
あ
る
し
、
外
交
な
き
力
は
侵
略
に
転

じ
る
可
能
性
が
あ
る
。

○
実
効
支
配
さ
れ
て
い
る
領
土

―
北
方
領
土
と
竹
島
―

日
本
の
抱
え
る
領
土
問
題
は
、ロ
シ
ア（
旧

ソ
連
）
と
の
北
方
領
土
（
択
捉
島
、国
後
島
、

色
丹
島
、
歯
舞
群
島
）、
韓
国
と
の
竹
島
、

そ
れ
に
中
国
（
お
よ
び
台
湾
）
と
の
尖
閣
諸

島
と
が
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
歴
史
的
背
景
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方

法
も
異
な
っ
て
く
る
の
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
も
実
効
支
配
を
さ
れ

て
い
る
ロ
シ
ア
が
支
配
す
る
歯
舞
、
色
丹
、

択
捉
、
国
後
の
北
方
領
土
の
返
還
を
日
本
が

求
め
、
韓
国
が
支
配
す
る
竹
島
を
日
本
が
領

有
権
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
が
実

効
支
配
し
て
い
る
の
は
尖
閣
諸
島
で
あ
り
、

そ
の
領
有
権
を
中
国
が
主
張
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
諸
国
と
の
領
土
問
題
は
１
９
４
５

年
８
月
15
日
の
日
本
の
敗
戦
に
起
因
す
る
。

そ
れ
に
と
も
な
い
、
日
本
の
領
土
は
ポ
ツ
ダ

ム
宣
言
（
１
９
４
５
年
７
月
26
日
）、
お
よ

び
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
（
１
９
５

１
年
９
月
８
日
）
に
よ
り
「
本
州
、
九
州
、

四
国
お
よ
び
連
合
国
の
決
定
す
る
諸
小
島
」

と
な
っ
た
。
日
本
は
敗
戦
国
で
あ
り
平
和
条

約
を
受
け
入
れ
る
他
、
道
は
な
か
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
そ
の
後
日
本
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
平
和
条
約
を
調
印
し
な
か
っ
た
諸
国
と

２
国
間
の
平
和
条
約
や
国
交
回
復
条
約
を
締

結
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
領
土
問
題

の
複
雑
性
が
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
。

北
方
領
土
に
関
し
て
は
、
ソ
連
は
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
調
印
し
て
い
な
い

が
、
米
英
ソ
の
３
国
間
で
約
束
さ
れ
た
ヤ
ル

タ
協
定
（
１
９
４
５
年
２
月
）
に
基
づ
き
領

土
に
組
み
入
れ
た
。１
９
４
６
年
１
月
29
日
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ（
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
）

指
令
第
６
７
７
号
に
よ
り
、
南
樺
太
・
千
島

列
島
・
歯
舞
・
色
丹
な
ど
の
地
域
に
対
す
る

日
本
の
行
政
権
が
一
時
的
に
停
止
さ
れ
、
同

年
２
月
２
日
に
併
合
措
置
（
ソ
連
邦
最
高
会

議
１
９
４
６
年
２
月
２
日
付
命
令
）
が
行
わ

れ
、ソ
連
が
実
効
支
配
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
行
為
は
、
条
約
に
よ
ら
な
い
一
方
的
行

政
行
為
（
一
方
的
宣
言
）
で
あ
り
当
該
領
域

に
つ
い
て
の
最
終
帰
属
に
関
す
る
問
題
が
発

今
年
は
領
土
問
題
が
一
気
に
吹
き
出
し
、

日
本
の
国
の
根
幹
が
問
わ
れ
た
年
で
あ
っ

た
。
ま
ず
、
ロ
シ
ア
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
前

大
統
領
が
北
方
領
土
に
（
７
月
３
日
）、
韓

国
の
李
明
博
大
統
領
が
竹
島
に
そ
れ
ぞ
れ
上

陸
し
た
（
８
月
10
日
）。
さ
ら
に
は
、
日
本

政
府
の
尖
閣
諸
島
の
国
有
化
（
９
月
11
日
）

に
対
し
て
、
中
国
で
は
反
日
運
動
が
ピ
ー
ク

に
達
し
、
一
時
は
１
０
０
０
隻
の
漁
船
団
が

尖
閣
へ
向
け
て
集
結
す
る
な
ど
、
一
時
、
日

中
間
に
は
緊
迫
が
高
ま
っ
た
。
そ
の
背
景
に

は
２
０
２
５
年
頃
に
は
経
済
力
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

較
）
で
中
国
が
ア
メ
リ
カ
を
抜
く
と
言
わ
れ

る
よ
う
な
パ
ワ
ー
シ
フ
ト
が
東
ア
ジ
ア
で
起

こ
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
大
き
く
起
因
す

る
。
そ
れ
に
伴
い
、
日
米
安
保
体
制
が
弱
体

化
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

現
に
、
８
月
15
日
に
出
さ
れ
た
ア
ー
ミ
テ
ー

ジ
元
米
国
務
副
長
官
と
ナ
イ
元
米
国
防
次
官

補
に
よ
る
ア
ー
ミ
テ
ー
ジ
・
レ
ポ
ー
ト
Ⅲ
は
、

「
日
米
関
係
は
戦
後
最
大
の
危
機
に
あ
り
、

日
本
は
一
等
国
（tier-one-state

）
に
と
ど

ま
り
た
か
っ
た
ら
気
概
を
み
せ
よ
」
と
警
告

を
発
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
戦
略
的
環
境

の
変
化
が
ま
さ
に
領
土
問
題
の
再
発
に
つ
な

が
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。領

土
問
題
の
中
で
も
尖
閣
諸
島
は
緊
張
が

継
続
し
、
日
米
同
盟
に
よ
る
抑
止
力
が
不
可

欠
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
パ
ワ
ー
を
低

下
さ
せ
て
い
る
米
国
は
現
在
、
同
盟
の
ジ
レ

ン
マ
に
直
面
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
盟

関
係
に
あ
る
日
本
と
経
済
的
相
互
依
存
が
深

化
す
る
中
国
と
の
間
に
立
ち
、
日
中
間
の
紛

争
に
「
巻
き
込
ま
れ
る
恐
怖
」
に
あ
る
。
一

方
、
も
し
日
中
間
に
紛
争
が
勃
発
し
、
日
本

と
い
う
最
大
の
同
盟
国
を
助
け
な
か
っ
た
場

合
は
、
同
盟
国
か
ら
「
捨
て
ら
れ
る
恐
怖
」

に
直
面
す
る
。

日
本
に
と
り
領
土
問
題
に
関
し
て
は
ア
メ

リ
カ
の
動
向
が
鍵
と
な
る
。
そ
し
て
、
日
本

に
は
領
土
を
守
る
意
志
と
抑
止
力
に
裏
付
け

か
わ
か
み
・
た
か
し

１
９
５
５
年
熊
本
県
生
ま
れ
。
大
阪
大
学
博
士
（
国
際
公
共
政
策
）。

フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
ス
ク
ー
ル
外
交
政
策
研
究
所
研
究
員
、（
財
）世
界
平
和

研
究
所
研
究
員
、
防
衛
庁
防
衛
研
究
所
主
任
研
究
官
、
北
陸
大
学
法
学

部
教
授
等
を
経
て
現
職
。
こ
の
間
、
Ｒ
Ａ
Ｎ
Ｄ
研
究
所
客
員
研
究
員
、

（
財
）日
本
国
際
問
題
研
究
所
客
員
研
究
員
等
を
兼
務
。
著
書
に
『
ア
メ

リ
カ
外
交
の
諸
潮
流
』『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
』
な
ど
多
数
。

領
土
問
題
を
い
か
に

解
決
す
る
の
か 

―
―
日
米
同
盟
の
試
練
―
―

拓殖大学
海外事情研究所教授
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が
実
効
支
配
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
中
国

か
ら
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
存
在
す
る
。

尖
閣
諸
島
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条

約
に
従
い
南
西
諸
島
の
一
部
と
し
て
ア
メ
リ

カ
の
施
政
下
に
置
か
れ
た
。
そ
し
て
、
１
９

７
２
年
５
月
15
日
、
尖
閣
諸
島
を
含
む
沖
縄

の
施
政
権
が
日
本
に
返
還
さ
れ
て
初
め
て
日

本
の
施
政
下
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
同
時

に
日
本
は
１
９
５
２
年
４
月
28
日
に
中
華
民

国
（
現
在
の
台
湾
）
と
の
間
に
日
華
平
和
条

約
を
結
び
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約

の
第
２
条
に
基
づ
き
、「
台
湾
及
び
澎
湖
諸

島
並
び
に
新
南
群
島
及
び
西
沙
諸
島
に
対
す

る
す
べ
て
の
権
利
、
権
限
及
び
請
求
権
を
放

棄
し
た
こ
と
が
承
認
さ
れ
る
」
と
定
め
た
。

当
条
約
は
、
１
９
７
２
年
９
月
29
日
の
日
中

共
同
声
明
で
日
本
が
中
華
人
民
共
和
国
（
現

在
の
中
国
）を
承
認
し
た
こ
と
で
失
効
し
た
。

そ
し
て
、
尖
閣
諸
島
問
題
に
関
し
て
鄧
小
平

国
務
院
常
務
副
総
理
は
「
魚
釣
島
（
尖
閣
諸

島
）
主
権
の
問
題
は
帰
属
問
題
を
一
時
棚
上

げ
に
し
て
、
次
の
世
代
に
任
せ
る
」（
１
９
７

８
年
10
月
23
日
）
と
述
べ
、
日
中
間
に
「
棚

上
げ
合
意
」
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
中
国

は
経
済
的
権
益
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
り
、

海
底
・
海
洋
資
源
を
精
力
的
に
求
め
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
し
て
１
９
９
２
年
に
海
洋
法

を
制
定
し
て
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
を
盛
り
込

ん
だ
。
そ
の
後
、
東
シ
ナ
海
の
ガ
ス
田
開
発

も
進
め
尖
閣
諸
島
で
の
活
動
が
活
発
化
し

た
。そ

の
後
日
本
で
は
民
主
党
政
権
と
な
り
、

２
０
１
０
年
９
月
７
日
に
尖
閣
諸
島
の
海
域

周
辺
で
中
国
漁
船
が
海
上
保
安
庁
巡
視
艇
へ

追
突
し
、
海
上
保
安
庁
は
同
漁
船
船
長
を
公

務
執
行
妨
害
で
逮
捕
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て

中
国
は
、
中
国
本
土
の
フ
ジ
タ
社
員
を
ス
パ

イ
容
疑
で
身
柄
を
拘
束
し
（
同
年
９
月
20

日
）、
さ
ら
に
は
レ
ア
ア
ー
ス
の
日
本
へ
の

輸
出
を
停
止
す
る
な
ど
の
報
復
行
動
に
で

た
。
結
局
、
中
国
の
船
長
は
釈
放
さ
れ
事
態

は
収
拾
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
今
年
４
月
16
日
に
石
原
慎
太
郎

東
京
都
知
事
が
東
京
都
に
よ
る
尖
閣
諸
島
購

入
宣
言
を
行
い
、
そ
れ
に
続
い
て
野
田
首
相

が
国
有
化
方
針
を
表
明
し
た
（
７
月
７
日
）。

そ
の
こ
と
に
よ
り
、
尖
閣
諸
島
を
巡
る
領
土

問
題
は
一
気
に
日
中
間
の
ホ
ッ
ト
イ
シ
ュ
ー

と
し
て
持
ち
上
が
っ
た
。
そ
し
て
、
９
月
11

日
に
日
本
政
府
は
尖
閣
諸
島
を
国
有
化
さ
せ

た
。
そ
の
後
、
中
国
で
は
１
０
０
都
市
以
上

で
反
日
デ
モ
が
連
日
行
わ
れ
、
日
本
か
ら
中

国
に
進
出
し
て
い
る
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
や
イ
オ

ン
等
の
工
場
が
襲
わ
れ
、
日
本
車
は
破
壊
さ

れ
、
丹
羽
宇
一
郎
駐
中
国
大
使
の
公
用
車
の

日
の
丸
が
奪
わ
れ
る
な
ど
の
事
件
が
終
日
起

こ
り
、
日
中
関
係
は
史
上
最
悪
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、「
９
・
18
」
の
満
州
事
変
の
日
、

中
国
漁
船
１
０
０
０
隻
が
尖
閣
へ
押
し
寄
せ

る
と
の
噂
が
駆
け
巡
っ
た
。

○
日
米
は
い
か
に
米
国
の
　
　

　
抑
止
力
を
確
保
で
き
る
か

結
果
的
に
こ
の
危
機
は
パ
ネ
ッ
タ
米
国
防

長
官
が
訪
中
す
る
こ
と
に
よ
り
一
時
的
に
せ

よ
回
避
さ
れ
た
。
パ
ネ
ッ
タ
長
官
は
中
国
政

生
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
日
本
と
ソ
連
は
領
土
を
め
ぐ
っ

て
、
１
９
５
６
年
10
月
の
日
ソ
共
同
宣
言
の

中
で
、「
歯
舞
、
色
丹
を
日
本
に
引
き
渡
す

こ
と
に
同
意
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
諸

島
は
、
日
本
国
と
ソ
連
と
の
間
の
平
和
条
約

が
締
結
さ
れ
た
後
に
引
き
渡
さ
れ
る
」
こ
と

と
し
た
。
こ
の
と
き
、
日
ソ
間
で
は
歯
舞
群

島
・
色
丹
島
の
返
還
で
合
意
し
よ
う
と
す
る

機
運
が
生
ま
れ
た
が
、
日
本
側
が
全
島
返
還

を
主
張
し
た
た
め
交
渉
は
頓
挫
し
た
。
そ
の

結
果
、
現
在
も
ロ
シ
ア
と
の
平
和
条
約
締
結

に
向
け
て
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
領
土

問
題
に
関
す
る
具
体
的
な
成
果
は
得
ら
れ
て

い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
今
年
７
月
に
な

り
、
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
前
大
統
領
が
北
方
領

土
を
視
察
し
た
。
さ
ら
に
、
ロ
シ
ア
は
北
方

領
土
を
軍
事
基
地
に
さ
せ
る
た
め
、
そ
の
整

備
に
今
後
２
年
間
で
約
70
億
ル
ー
ブ
ル
（
約

１
８
０
億
円
）を
拠
出
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

竹
島
に
関
し
て
は
日
本
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言

を
受
諾
し
、
施
政
権
は
停
止
さ
れ
た
。
そ
の

後
、
米
国
は
１
９
４
６
年
１
月
29
日
の
連
合

軍
最
高
司
令
部
訓
令
（
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
）
第

６
７
７
号
で
竹
島
を
日
本
領
か
ら
除
く
と
い

う
見
解
を
出
し
た
。
同
年
６
月
に
連
合
国
は

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ラ
イ
ン
（
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ

第
１
０
３
３
号
）
を
引
き
、
日
本
の
漁
業
及

び
捕
鯨
許
可
区
域
を
定
め
、
竹
島
を
そ
の
外

に
置
い
た
。
そ
の
後
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ラ

イ
ン
は
１
９
５
２
年
４
月
に
廃
止
さ
れ
、
ま

た
そ
の
３
日
後
の
４
月
28
日
に
は
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
発
効
に
よ
り
、
行
政

権
停
止
の
指
令
等
も
必
然
的
に
効
力
を
失

い
、
竹
島
は
日
本
の
領
土
に
入
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
竹
島
が
日
本
の
領
土
と
な
っ
た
の

は
、
そ
の
後
に
発
効
し
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
平
和
条
約
に
よ
る
。
平
和
条
約
で
は
日
本

が
放
棄
す
べ
き
地
域
と
し
て
「
済
州
島
、
巨

文
島
及
び
鬱
陵
島
を
含
む
朝
鮮
」
と
規
定
し

竹
島
は
入
っ
て
い
な
い
。
こ
の
点
、
米
国
の

ラ
ス
ク
極
東
担
当
国
務
次
官
補（
同
年
８
月
）

は
明
確
に
し
、
ま
た
、
ヴ
ァ
ン
・
フ
リ
ー
ト

大
使
も
帰
国
報
告
で
「
竹
島
は
日
本
の
領
土

で
あ
り
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
で

放
棄
し
た
島
々
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
」
と

結
論
づ
け
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条

約
の
発
効
が
な
る
ま
で
の
間
隙
を
縫
っ
て
、

１
９
５
２
年
１
月
に
韓
国
大
統
領
・
李
承
晩

が
海
洋
主
権
宣
言
に
基
づ
く
漁
船
立
入
禁
止

線
（
い
わ
ゆ
る
李
承
晩
ラ
イ
ン
）
を
引
い
て
、

竹
島
が
韓
国
の
支
配
下
に
あ
る
と
一
方
的
に

宣
言
し
た
。
そ
の
後
、
韓
国
は
軍
事
占
拠
を

し
、
い
っ
た
ん
は
日
韓
基
本
条
約
に
よ
っ
て

廃
止
が
合
意
さ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
韓
国

は
そ
れ
以
降
も
不
法
に
軍
事
占
領
を
続
け
て

い
る
。
そ
し
て
、
今
年
８
月
、
李
明
博
大
統

領
が
竹
島
を
視
察
し
、
そ
の
後
の
天
皇
謝
罪

要
求
と
相
ま
っ
て
日
韓
関
係
は
極
度
に
悪
化

し
て
い
る
。

○
実
効
支
配
し
て
い
る
領
土

―
尖
閣
諸
島
―

北
方
領
土
お
よ
び
竹
島
が
実
効
支
配
さ
れ

て
い
る
一
方
、
尖
閣
諸
島
に
関
し
て
は
日
本



3839

の
危
険
に
対
処
す
る
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
い
っ
た
ん
尖
閣
諸
島
が
中
国
の
施
政
下

に
お
か
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
ア
メ
リ
カ

は
介
入
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
は
軍
事
力
行
使
を
辞
さ

ず
と
い
う
決
意
を
持
ち
行
動
せ
ね
ば
日
米
安

保
の
発
動
は
な
く
、
尖
閣
諸
島
は
守
れ
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

○
領
土
問
題
を
い
か
に
解
決
す
る
か

領
土
問
題
は
国
境
の
画
定
と
い
う
国
家
の

基
本
的
国
益
に
触
れ
る
。
ま
た
、
政
治
経
済

の
み
な
ら
ず
軍
事
的
側
面
も
併
せ
持
つ
古
く

て
新
し
い
問
題
で
あ
る
。
と
り
わ
け
経
済
的

側
面
と
し
て
石
油
や
天
然
ガ
ス
、鉱
物
資
源
、

漁
業
資
源
な
ど
が
含
ま
れ
て
お
り
、
国
益
に

直
結
す
る
た
め
難
し
い
問
題
を
は
ら
ん
で
い

る
。
ま
た
、
イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
間
で
の

カ
シ
ミ
ー
ル
問
題
の
よ
う
に
、
歴
史
的
宗
教

的
側
面
が
強
い
場
合
も
あ
り
、
単
に
国
益
だ

け
で
は
解
決
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。
領
土

を
め
ぐ
る
問
題
は
し
ば
し
ば
軍
事
衝
突
と
い

う
武
力
行
使
を
伴
う
場
合
も
少
な
く
な
い
。

特
に
、
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
中
国
の
強
硬
な

軍
事
的
攻
勢
は
、
領
有
権
を
主
張
す
る
フ
ィ

リ
ピ
ン（
ス
カ
ボ
ロ
ー
礁
）や
ベ
ト
ナ
ム（
南

沙
諸
島
）
と
一
触
即
発
の
様
相
も
呈
し
て
い

る
。
領
土
紛
争
の
代
表
的
な
例
に
、
イ
ギ
リ

ス
と
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
衝
突
し
た
１
９
８
２

年
の
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
紛
争
が
あ
る
。
こ
こ

で
は
地
政
学
的
に
重
要
な
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド

を
守
る
強
い
意
志
を
持
ち
、Ｏ
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ（
戦

争
計
画
）
を
持
ち
準
備
を
周
到
に
行
っ
て
い

た
イ
ギ
リ
ス
が
勝
利
し
た
。

日
本
が
北
方
領
土
、
竹
島
、
尖
閣
諸
島
ら

の
領
土
問
題
に
立
ち
向
か
う
時
、「
領
土
を

守
る
」
意
志
を
持
ち
、
毅
然
と
し
た
態
度
で

臨
む
こ
と
が
重
要
だ
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、

十
分
な
軍
事
的
な
備
え
を
し
て
い
る
国
家
が

勝
利
を
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
領
土
問
題
は

そ
の
解
決
法
に
よ
り
国
家
間
紛
争
に
エ
ス
カ

レ
ー
ト
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
過
去
に
は
領

土
問
題
が
条
約
や
双
方
の
話
し
合
い
と
い
っ

た
武
力
以
外
の
方
法
で
解
決
さ
れ
た
事
例
も

あ
る
。
２
０
０
４
年
10
月
に
ロ
シ
ア
と
中
国

は
、長
年
の
紛
争
地
で
あ
っ
た
ア
ム
ー
ル
河
・

ウ
ス
リ
ー
河
に
浮
か
ぶ
島
に
関
し
て
そ
の
帰

属
を
解
決
し
た
。
ま
た
、
司
法
に
よ
り
解
決

す
る
場
合
も
あ
る
。
２
０
０
８
年
に
は
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
と
マ
レ
ー
シ
ア
間
で
係
争
地
の
帰

属
が
国
際
司
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
決
定
し
て

い
る
。
南
極
大
陸
は
１
９
５
９
年
の
南
極
条

約
で
領
有
権
を
す
べ
て
凍
結
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
領
土
問
題
が
起
き
な
い
よ
う
に
し
た
。

こ
の
よ
う
に
領
土
問
題
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
解

決
方
法
が
あ
る
。
領
土
問
題
は
日
本
国
に
と

り
避
け
て
通
れ
な
い
喫
緊
の
最
重
要
課
題
で

あ
る
。
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
の
が
最
善
の

策
な
の
か
。
英
知
を
結
集
し
外
交
手
段
を
駆

使
し
て
解
決
に
あ
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
意
味
で
「
領
土
を
守
る
」
と
い
う
最
も
重

要
な
意
志
と
準
備
が
国
家
に
は
必
要
不
可
欠

で
あ
ろ
う
。

府
に
対
し
て
、「
尖
閣
諸
島
に
は
、
日
米
安

保
条
約
が
適
用
さ
れ
る
」
と
述
べ
、
中
国
側

が
過
激
な
行
動
に
出
な
い
よ
う
に
け
ん
制
し

た
。
そ
の
後
、
中
国
全
土
の
デ
モ
は
鎮
静
化

し
、
尖
閣
周
辺
の
中
国
漁
船
の
動
き
も
抑
制

さ
れ
た
。
ま
さ
に
、
日
米
同
盟
の
抑
止
力
が

機
能
し
た
証
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
裏
舞
台
で
は
パ
ネ
ッ
タ
長
官
の
訪

中
に
あ
わ
せ
て
米
空
母
ジ
ョ
ン
・
Ｃ
・
ス
テ

ニ
ス
と
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
の
２
隻
が
、

西
太
平
洋
で
合
流
し
睨
み
を
効
か
せ
て
い

た
。
沖
縄
県
・
尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
り
、
中
国

の
海
洋
監
視
船
や
漁
業
監
視
船
が
連
日
の
よ

う
に
日
本
の
領
海
侵
犯
を
繰
り
返
す
な
か
、

中
国
側
が
暴
発
し
な
い
よ
う
圧
力
を
か
け
た

と
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ス
テ
ル
ス
戦
闘

機
Ｆ
22
Ａ
ラ
プ
タ
ー
も
22
機
、
嘉
手
納
に
移

駐
し
て
中
国
に
睨
み
を
効
か
せ
て
い
た
。
ま

さ
に
、
力
を
背
景
に
外
交
を
推
し
進
め
た
典

型
的
な
例
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
回
の
尖
閣
諸
島
を
巡

る
日
中
の
対
立
は
出
発
点
に
す
ぎ
な
い
。
中

国
の
習
近
平
国
家
副
主
席
は
日
本
の
尖
閣
の

国
有
化
を
「
茶
番
」
だ
と
し
、
米
国
に
主
権

問
題
に
介
入
し
な
い
よ
う
強
く
牽
制
し
た
。

事
実
、
中
国
の
監
視
船
は
尖
閣
近
辺
の
領
海

へ
た
び
た
び
侵
入
し
、
約
７
０
０
隻
の
漁
船

が
尖
閣
諸
島
ま
で
２
３
５
キ
ロ
沖
合
で
操
業

し
て
い
る
と
報
じ
ら
れ
る
。
い
つ
こ
れ
ら
の

漁
船
が
尖
閣
へ
押
し
寄
せ
る
か
わ
か
ら
な

い
。
米
国
の
抑
止
力
が
働
か
な
く
な
っ
た
時

点
で
中
国
は
尖
閣
諸
島
へ
の
実
力
行
使
に
出

る
可
能
性
が
高
い
。
今
後
、
中
国
が
１
０
０

０
隻
の
漁
船
で
尖
閣
諸
島
に
押
し
寄
せ
た
場

合
、
日
本
は
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
だ
け
で

は
中
国
漁
船
１
０
０
０
隻
の
活
動
や
上
陸
を

到
底
抑
え
き
れ
な
い
。

日
本
は
今
後
ど
う
米
国
の
抑
止
を
確
保
で

き
る
か
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
論
点
と
な
ろ

う
。
日
米
安
全
保
障
条
約
第
５
条
は
、
中
国

の
漁
船
は
大
挙
押
し
寄
せ
て
尖
閣
諸
島
に
上

陸
し
た
場
合
で
は
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
の
場

合
「
平
時
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
米
安

保
条
約
第
５
条
の
発
動
と
な
る
の
は
、
例
え

ば
、
日
本
が
自
衛
艦
に
海
上
警
備
行
動
を
発

令
し
中
国
海
軍
と
の
間
に
軍
事
衝
突
が
起
こ

っ
た
「
有
事
」
事
態
の
場
合
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
れ
を
避
け
た
い
中
国
は
そ
こ

ま
で
の
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
慎
重
に
避
け

る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
海
上
自
衛
艦
と

中
国
艦
隊
と
の
睨
み
合
い
は
長
期
化
し
、
中

国
漁
船
の
度
重
な
る
挑
発
は
継
続
す
る
で
あ

ろ
う
。

ア
メ
リ
カ
の
領
土
問
題
に
関
す
る
立
場
は

一
貫
し
て
「（
日
米
安
保
）
条
約
上
の
義
務

は
守
る
」
と
明
言
し
、
一
方
で
は
「
主
権
を

巡
る
対
立
で
は
特
定
の
立
場
を
と
ら
な
い
」

と
領
有
権
で
は
中
立
を
述
べ
る
。
こ
れ
は
、

中
国
が
尖
閣
諸
島
に
対
し
て
軍
事
行
動
を
と

っ
た
場
合
の
「
有
事
」
事
態
に
日
米
安
保
条

約
第
５
条
を
適
用
す
る
が
、「
平
時
」
の
場

合
は
日
中
間
の
問
題
で
あ
り
米
国
は
介
入
せ

ず
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
米
安
保
条
約
第

５
条
で
は
「
日
本
国
の
施
政
下
に
あ
る
領
域

に
お
け
る
武
力
攻
撃
」
と
あ
り
、「
自
国
の

憲
法
上
の
規
定
及
び
手
続
き
に
従
っ
て
共
通


